
ログイン後に開く画面です。
①左側のメニューから事前
チェックリスト
「訪問者・留学生等受入」
あるいは「技術提供・貨物
輸出」を選択します。

電子申請を行う前には、該非判定書（対比表）やカタログや仕様書をご準備ください。
システム上でこれら資料の添付が必要となります。
〇 添付の種類や方法の詳細 ➔p29~31 2-3-17~19参照

メニューバーの
「2025年11月17日まで」
の申請を選択しないでくださ
い。

「新規作成」をクリック

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-12 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）



〇チェック者（申請者名）
〇提供者（輸出等実施者、受入れ先教員等の
名称）
①貨物等の名称
②貨物等の仕様等
③該非判定の根拠資料
④仕向地
⑤輸出・提供先
⑥需要者（貨物使用者）
⑦需要者の所在地
⑧用途（貨物の使用用途）

■ 記入要領はこちら
事前チェックリストに内容を記載します。

「用途」欄は、疑義がない
（軍事用途等に使われない）
ことがわかる記載をすることが
ポイントです。

Dr.△△

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-13 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）



審査フローチャートは輸出
管理部門にて
入力いたします。

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-14 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）



【類型別】 電子申請の際に添付する資料

◎該非判定書等の添付資料を付ける。

『3-2項の項目別対比表』について
学術産連本部HP＞学術連携リスクマネジメント＞安全保障輸出管理＞
該非判定関連資料(該非判定書・項目別対比表)の様式よりご参照ください。

https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/securityexport/overview/procedure/unresolved

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-15 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）



【類型別】 電子申請の際に添付する資料

◎該非判定書等の添付資料を付ける。

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-16 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）



【類型別】 電子申請の際に添付する資料

◎該非判定書等の添付資料を付ける。

２. 安全保障輸出管理電子申請システムの操作方法
2-3-17 新規申請（事前チェックリスト）の方法①（技術の提供・貨物の輸出用）
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